
京都府警察本部特殊詐欺対策室

この言葉はサギ！
特殊詐欺の犯人は、親族、警察官、銀行協会、金融機関、役所、百貨店等を

名乗って電話を掛けてきたり、会社を名乗ってメールを送ってきます。
電話等の相手が次の事を言えば100％詐欺です。

・ 還付金があります。口座番号を教えてください。
・ キャッシュカードの更新が必要なので回収に向かいます。
・ キャッシュカードを封筒に入れてください。
・ 暗証番号を教えてください。
・ コンビニに行って電子ギフト券（ウェブマネー等）を
購入し、番号を教えてください。

・ ○○（弁護士や会社の友人・上司等）に現金を渡して
ください。

・ 現金をレターパック等で送ってください。送り状には
○○（現金以外）と書いてください。

サギの言葉があれば電話を切るように伝えよう！
特殊詐欺には多くの手口がありますが、大切な家族を守ることは難しいこと

ではありません。
お盆の帰省時等の話題として、電話等の相手がサギの言葉を言えば「警察に

相談します。」と言って電話を切ることを伝えてください。
また、電話中、見える所にサギの言葉を貼ってください。
ただし、受話器ごしに耳元で相手の声を聞くと、感情が揺さぶられ、だまさ

れるリスクが高まることから、知らない番号の電話に出ないことや、防犯機能
付き電話を設置することが１番の対策になります。
※ 電話に出ないことはマナー違反ではありません。安全な電話の使い方をし
ているだけです。

☆ 警察官や銀行協会などがキャッシュカードを預かったり暗証番
号を聞くことはありません。
☆ 正規の取引に、電子ギフト券の番号を電話で伝えたり、
レターパックで現金を送ることはありません。


